
国立市子ども総合計画の枠組みについて（参考資料・たたき台）：4月にいただいた資料を踏まえて考えたものです                

＊総合計画の位置づけ 

①「国立市総合計画」の下位計画／子ども関連計画・施策の上位計画（様々な計画を総合的に関連付ける）、②総合的な対象設定：子ども（乳幼児期～18 歳未満、

さらに若者？）、および子育て家庭、③総合的な推進体制：庁内体制（課題としての福祉と教育の連携）、および施策支援の実施体制とその工夫 

   時期 

視点 

➡ 妊娠期    ⇒    乳幼児期    ⇒    学童期    ⇒    中・高生期   ⇒  若者期  ⇒  子育て期へ  ➡ 

（子どもの発達過程を支えていく：安心して生活することができて、実りの多い子ども期を過ごし、少しずつおとなになっていくことを支える） 

■（考えら

れる）計画

の視点 

・子どもの最善の利益（子どもの生きるあらゆる場面で、子どもの最善の利益をどう保障していくか：子ども中心の指標としての自己肯定感） 

・切れ目のない支援を具体化する仕組み作り（妊娠期・乳幼児期・学童期・中高生期・若者期、そして子育て期を支えていく：循環） 

・保護者を支える支援だけでなく、子ども本人を直接支える支援／子どもの視点に立った支援（子どもオンブズ・居場所（活動）の質など） 

・地域で子どもの育ちを支えていく仕組み・ネットワーク作り（care in the communityだけでなく care by the community） 

「 こ こで生ま

れ・ここで子

ども時代を過

ごすことがで

きてよかった」

子育ち支援 

 

 

「ここで子育

てできてよか

った」 

子育て支援 

 

 

     

「生まれてく

れてありがと

う」 

子育ち・子

育てをみん

なで支える 

 

 

■総合的な 

推進体制

づくり 

 

 

 

 

 

妊娠～乳幼児期の保育・子育て支援 

『子ども・子育て支援事業計画』 

学童期の子育て支援 

『放課後子ども総合プラン』 

子どもの権利（相談・啓発・学習等）、子どもオンブズパーソン、子どもの参加・意見表明、子どもの保護救済 

中高生の居場所等 若者の自立支援・子育て支援 子どもの視点に立った子育て支援・保育・居場所の質保障 

子どもたちが共に生きるまちづくり・学校づくり（例：しょうがいのある子どももない子どもも国立の子として） 

生活困窮家庭支援・ひとり親家庭支援・子ども虐待予防‣しょうがい児の子育て支援等 

人材育成（専門職合同研修、子育て支援員養成、子ども支援ボランティア：ファミサポ・社協連携等） 

ワークライフバランスの推進 

子どもの安心・安全、子どもにやさしい施設整備、地域住民による活動支援 

子ども・子育て支援の基本方針【子ども条例などに基づく推進】 

庁内連携体制、総合相談支援体制、地域ネットワーク体制、計画の評価・検証（子どもの参加）他 
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